
総務財政委員会

市
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
等
の
条
例

　
こ
の
議
案
は
、
地
方
公

務
員
法
等
の
改
正
に
伴

い
、
条
例
に
所
要
の
改
正

を
行
う
た
め
提
案
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　
執
行
部
よ
り
、
今
回
の

改
正
は
、
令
和
３
年
６
月

に
「
国
家
公
務
員
法
及
び

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
が
成
立

し
、
令
和
５
年
４
月
よ
り

施
行
す
る
こ
と
に
伴
い
、

現
在
の
60
歳
定
年
を
令
和

５
年
度
か
ら
２
年
ご
と
に

１
歳
ず
つ
段
階
的
に
引
き

上
げ
、
令
和
13
年
度
以
降

は
65
歳
定
年
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
に
伴
う
措
置
と
し

て
、
課
長
補
佐
級
以
上
の

管
理
監
督
職
に
就
い
て
い

る
職
員
を
原
則
60
歳
以
降

は
、
主
査
級
の
職
に
異
動

さ
せ
る
役
職
定
年
制
や
、

60
歳
に
達
し
た
日
以
後
、

定
年
前
に
退
職
し
た
職
員

に
つ
い
て
、
本
人
の
希
望

に
よ
り
短
時
間
勤
務
の
職

で
再
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
定
年
前
再
任
用
短
時
間

勤
務
制
の
導
入
。
そ
し
て

60
歳
に
達
す
る
前
年
度

に
、
十
分
な
情
報
提
供
や

説
明
を
行
い
、
職
員
の
意

思
の
確
認
を
行
う
情
報
・

意
思
確
認
制
度
並
び
に
、

60
歳
に
達
し
た
職
員
の
給

与
水
準
を
最
終
的
に
７
割

水
準
と
し
、
退
職
手
当
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

ピ
ー
ク
時
特
例
が
適
用
さ

れ
、
減
額
さ
れ
な
い
こ
と

と
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
、
定
年
が
延

長
に
な
る
と
、
正
規
職
員

数
が
増
加
し
、
人
件
費
も

増
加
す
る
見
込
み
か
ら
、

定
員
適
正
化
計
画
及
び
財

政
計
画
の
見
直
し
が
必
要

で
は
な
い
か
と
い
う
質
問

に
対
し
、
働
き
方
が
多
様

化
し
て
い
く
た
め
、
状
況

を
注
視
し
な
が
ら
、
財
政

当
局
と
情
報
を
共
有
し
、

計
画
の
変
更
を
判
断
し
た

い
と
考
え
て
い
る
旨
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

※

　
審
査
の
結
果
、
全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

　
本
会
議
で
は
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

段階的に定年65歳まで延長
委員
中村　春夫

委員
廣瀬　公彦

委員長
田中　義幸

委員
岩永　利勝

委員
中嶋　廣東

副委員長
石原　浩二

委員会審査結果報告委員会審査結果報告
令和４年12月定例会中に開催された、
各常任委員会の審査・活動報告です。
嘉麻市の常任委員会とは、下記３委員会のことです。

●総務財政委員会
●民生文教委員会
●産業建設委員会
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民生文教委員会

観
光
拠
点
施
設「
足
白

農
泊
施
設
」の
指
定

管
理
者
の
指
定

　
こ
の
議
案
は
、
足
白
農

泊
施
設
の
指
定
管
理
者
と

し
て
、
株
式
会
社
Ｒ
を
指

定
す
る
た
め
提
案
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　
選
定
理
由
と
し
て
、
提

出
さ
れ
た
事
業
計
画
の
内

容
な
ど
に
つ
い
て
、
総
合

的
に
審
査
し
た
結
果
、
当

該
施
設
の
十
分
な
管
理
運

営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
判
断
し
た
た
め
、

候
補
者
と
し
て
選
定
し
た

も
の
で
あ
る
と
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
、
指
定
管
理

費
の
う
ち
初
年
度
に
上
乗

し
て
い
る
１
千
万
円
の
算

定
根
拠
は
何
か
と
の
質
問

に
対
し
、
指
定
管
理
者
を

探
す
上
で
様
々
な
民
間
事

業
者
と
意
見
交
換
を
行
っ

た
中
で
、
市
が
希
望
す
る

２
千
万
円
の
指
定
管
理
料

で
運
営
を
始
め
る
の
は
現

実
的
に
は
無
理
が
あ
り
、

何
ら
か
の
支
援
措
置
が
必

要
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

ま
た
、
農
泊
施
設
の
実
質

収
支
が
昨
年
度
２
千
３
０

０
万
円
の
赤
字
と
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
に
職
員
人
件

費
の
間
接
経
費
を
入
れ
る

と
３
千
万
円
の
赤
字
と

な
っ
て
い
る
の
で
、
初
年

度
予
算
２
千
万
円
の
指
定

管
理
料
に
１
千
万
円
を
上

乗
せ
す
る
こ
と
で
、
よ
り

多
く
の
民
間
事
業
者
に
手

を
挙
げ
て
も
ら
え
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
た
旨
の

回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
か
ら
は
、「
無
理

や
り
業
者
を
連
れ
て
く
る

の
で
は
な
く
、
来
な
か
っ

た
ら
休
館
に
す
れ
ば
い

い
」
と
い
う
意
見
や
、
不

当
接
触
に
つ
い
て
、
執
行

部
の
行
っ
た
内
部
調
査
の

結
果
だ
け
で
は
な
く
、
市

に
提
出
さ
れ
た
指
定
管
理

者
候
補
者
選
定
に
関
す
る

審
査
請
求
の
結
果
を
見
る

な
ど
慎
重
な
審
査
が
必
要

で
あ
る
と
の
意
見
等
も
あ

り
ま
し
た
。

※

　
審
査
の
結
果
、
賛
成
多

数
で
継
続
審
査
と
な
り
ま
し

た
。

※

　
本
会
議
で
は
、
全
会
一

致
で
継
続
審
査
と
な
り
ま
し

た
。

手
数
料
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　
こ
の
議
案
は
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
等
に
設
置
さ
れ
て
い

る
多
機
能
端
末
機
か
ら
住

民
票
の
写
し
な
ど
の
交
付

に
係
る
手
数
料
を
減
額
す

る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
に

所
要
の
改
正
を
行
う
た

め
、
提
案
さ
れ
た
も
の
で

す
。
　
執
行
部
よ
り
、
令
和
５

年
１
月
か
ら
始
ま
る
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
等
に
設
置
さ
れ
た

多
機
能
端
末
か
ら
の
住
民

票
の
写
し
な
ど
の
交
付
の

際
の
手
数
料
を
、
庁
舎
窓

口
に
て
交
付
す
る
場
合
よ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
１
０
０
円

減
額
す
る
。
ま
た
、
コ
ン

ビ
ニ
交
付
を
利
用
す
る
こ

と
で
、
市
役
所
窓
口
に
来

庁
す
る
こ
と
な
く
証
明
書

等
の
取
得
が
で
き
る
こ
と

か
ら
、
窓
口
の
混
雑
緩
和

に
も
つ
な
が
る
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
、
手
数
料
を

減
額
す
る
こ
と
で
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
メ

リ
ッ
ト
を
実
感
し
て
も
ら

い
、
更
な
る
利
用
促
進
を

図
っ
て
い
く
旨
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
不
正
使
用

さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と

思
う
が
、
個
人
の
本
人
通

知
制
度
は
あ
る
の
か
と
い

う
意
見
に
対
し
、
本
人
通

知
制
度
に
つ
い
て
は
、
被

害
が
起
こ
っ
た
と
き
に
通

知
を
す
る
制
度
と
い
う
の

は
行
っ
て
お
り
、
今
現

在
、
登
録
型
の
本
人
通
知

制
度
の
規
定
の
整
備
に
取

り
か
か
っ
て
い
る
旨
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

※

　
審
査
の
結
果
、
全
会
一

致
で
可
決
し
ま
し
た
。

※

　
本
会
議
で
は
、
全
会
一

致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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